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地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴う 

アルコール消毒製品の転売防止について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、転売を目的とした購入が店頭におけるアルコー

ル消毒製品の品薄状態に拍車をかけているとの指摘があることから、今般、国民生活安

定緊急措置法施行令を改正し、アルコール消毒製品の転売行為を禁止する措置が講じら

れます。本政令は令和2年5月22日に公布され、同5月26日に施行されます。 

薬局等においても、消費者に向けた店内掲示を行うなど、注意喚起のための取り組み

をお願いしたいとのことです。 

つきましては、ご多忙の折、恐縮ですが、貴会(部会)会員にご周知くださいますよう、

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県薬剤師会 
担当：保険医療課 中島・大塚・桐山 
〒390-0802 松本市旭 2-10-15 
℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  
E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 
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